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Ｑ 外国の賓客が夫妻で来日する場合の「夫人（配偶者）日程」にはどのよう

な例がありますか。 

 

Ａ 【ワンポイント・アドバイス】 

賓客が夫妻で来日する際、賓客が会議や別日程に出席し、夫人（配偶者）が

個別の日程を必要とする場合、「夫人（配偶者）日程」を別個に用意することが

あります。本人の希望を踏まえることが第一ですが、この機会に地方の魅力を

知ってもらうようなプログラムを入れると喜ばれます。国の賓客の場合の「夫

人（配偶者）日程」には、以下のような例があります。 

 

【解説】 

１．お茶やお花のデモンストレーション 

 茶道や生け花の先生によるデモンストレーションを見たり、先生の指導を受

けながら体験したりするプログラムです。 

 

２．着物のファッション・ショー 

 七五三のためのこどもの晴れ着から婚礼衣装に至るまでさまざまな着物を見

せながら、それぞれの着物を着る行事の説明、着物の種類、着付けの方法など

を解説するプログラムです。 

 

３．日本庭園、美術館・博物館の視察 

 日本庭園や美術館・博物館を訪問し、庭園美や美術・工芸品などを鑑賞し、

日本文化への理解を深めていただくプログラムです。 

 

４．教育機関（小中高校および大学など）の訪問 

 日本の教育機関を訪問し、教育の現場を視察し、教師や児童・生徒または学

生等と交流するプログラムです。 

 

５．医療機関・福祉施設の視察 

 日本の医療機関や福祉施設を視察し、医者や専門家に医療や福祉の設備やサ

ービスについての説明を受け、日本の医療・福祉の現状を理解してもらうプロ

グラムです。 


